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精神保健医療福祉の改善を求める意見書  
精神科を受診する人は年間４２０万人を超える水準となっており、誰でも安心し 

て気軽にかかれる精神医療の充実は、国民的な課題となっています。 
日本の精神医療は、地域移行が進んだ諸外国に比べ半世紀以上も遅れを取り、施

設療養生活中心となっています。日本の精神科病院は、１９５８年の厚生省事務次

官通知（精神科特例）から続く少ない人員配置基準や低い診療報酬体系の下で、長

期入院患者で病床を満杯にすることにより経営を成り立たせる状況がつくられて

きました。このことが、精神疾患に対する差別・偏見を社会に根付かせ、当事者の

合意が得られない入院や医療提供が一般的に行われるなどの人権侵害をもたらし

ています。そして、「入院中心から地域生活中心へ」の転換が進まない要因にもなっ

ています。２０１４年に批准した国連の障害者権利条約に基づいて行われた日本政

府への勧告（２０２２年１０月）でも、この点について懸念が表明され改善が求め

られています。 
人権に配慮した良質な精神医療の提供を可能にするための人員配置とそれに見

合った診療報酬を実現するとともに、精神疾患や認知症を持つ人が地域で希望する

生活を送れるようにするため、国と地方自治体の責任で早期に包括的で継続的な地

域の支援体制を法制化する必要があります。 
すべての人の人権が尊重され、精神疾患があっても地域社会の一人として安心し

て暮らし続けられることができるよう、下記事項について国に要望します。 
記 

１ 人権に配慮した良質な精神医療の提供を可能にするために、一般病床より低
い人員配置を認めている医療法施行規則を改め、精神病床の人員配置を一般病

床と同等以上に引き上げること。  
２ 国連障害者権利委員会による日本政府への勧告を尊重し、患者・当事者の合
意のない入院や治療、身体拘束や隔離の禁止、及び無期限の入院制度の廃止を

法制化すること。また、患者の人権を擁護するための第三者による監視機構の

確立など精神保健医療福祉制度の抜本的改善を行うこと。 
３ 精神科病院の入院患者が、ＣＯＶＩＤ－１９をはじめとする感染症やその他
の疾病を発症した際に、適切な環境で治療を受けることができていない実態を

改善すること。  
４ 精神疾患や認知症を持つ人が地域で希望する生活が送れるように、包括的で
継続的な地域の支援体制を法制化すること。また、早期に充実を図るために、

精神保健福祉予算を拡充するとともに労働者の雇用保障、教育や研修について



も国が責任をもって行うこと。 
５ 精神疾患に対する差別・偏見をなくすための啓発を進め、施策を講じる際に
は当事者及び家族の声が十分に反映されるよう、当事者団体等の参加を要件と

すること。また、患者を持つ家族の負担軽減や孤立を予防するため、社会全体

で支える体制を構築、拡充すること。   以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出します。  
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